
 

１．件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（柏崎刈羽６号機

設計及び工事計画）【７５】 

２．日 時：令和６年１月１８日 １３時３０分～１７時００分 

３．場 所：原子力規制庁 ９階Ｄ会議室（ＴＶ会議システムを利用） 

４．出席者（※・・・ＴＶ会議システムによる出席） 

原子力規制庁： 

新基準適合性審査チーム 

義崎上席安全審査官、宮﨑安全審査専門職 

 

事業者： 

東京電力ホールディングス株式会社 

原子力設備管理部 課長 他４名 

原子力設備管理部 設備技術グループ 副長 １名※ 

中部電力株式会社 

原子力本部 原子力部 設備設計グループ 担当※ 

北海道電力株式会社 

原子力事業統括部 泊発電所 技術課 担当 他１名※ 

北陸電力株式会社 

原子力本部 原子力部 原子力安全設計チーム 主任※ 

電源開発株式会社 

原子力事業本部 原子力技術部 設備技術室 担当 他１名※ 

 

５．要旨 

（１）東京電力ホールディングス株式会社から、柏崎刈羽原子力発電所６号機

の設計及び工事の計画認可申請書のうち、使用済燃料貯蔵槽の冷却能力

に関する説明書、使用済燃料貯蔵槽の水深の遮蔽能力に関する説明書、

燃料取扱設備，新燃料貯蔵設備及び使用済燃料貯蔵設備の核燃料物質が

臨界に達しないことに関する説明書、燃料体等又は重量物の落下による

使用済燃料貯蔵槽内の燃料体等の破損の防止及び使用済燃料貯蔵槽の

機能喪失の防止に関する説明書等について、令和６年１月１１日の提出

資料に基づき説明があった。 

 

（２）原子力規制庁から、引き続き資料を確認し、必要に応じて指摘等を行っ

ていく旨を伝えた。 

 

（３）東京電力ホールディングス株式会社から、了解した旨の回答があった。 

 

 ６．その他 

提出資料： 

なし 


